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は
じ
め
に

　
二
〇
一
七
年
一
一
月
九
日
、
戦
後
の
日
本
中
世
政
治
史
の
枠
組
み

を
作
っ
た
学
界
の
巨
人
佐
藤
進
一
が
一
〇
〇
歳
で
死
去
し
た
。
そ
の

影
響
も
あ
り
、
中
世
の
武
家
政
権
に
つ
い
て
佐
藤
が
提
唱
し
た
学
説

を
め
ぐ
る
議
論
が
近
年
活
性
化
し
て
い
る
。
二
〇
一
九
年
九
月
一
四

日
に
名
古
屋
大
学
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
佐
藤
進
一
の
軌
跡
」
が
開
催

さ
れ
た
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　
佐
藤
の
研
究
業
績
は
膨
大
で
あ
る
が
、
初
期
の
室
町
幕
府
の
体
制

に
つ
い
て
は
、初
代
将
軍
足
利
尊
氏
と
弟
直
義
の
二
頭
政
治
で
あ
り
、

尊
氏
の
権
限
を
主
従
制
的
支
配
権
、
直
義
の
そ
れ
を
統
治
権
的
支
配

権
と
す
る
。
こ
の
佐
藤
の
学
説
（
１
）
が
通
説
的
な
地
位
を
占
め
て
き
た
。

　
そ
れ
に
対
し
て
筆
者
は
再
検
討
を
進
め
た
。
主
従
制
的
支
配
権
・

統
治
権
的
支
配
権
と
い
う
概
念
自
体
は
否
定
し
な
い
。
だ
が
両
者
の

行
使
し
た
権
限
は
い
ず
れ
も
こ
の
概
念
の
双
方
を
同
程
度
に
含
み
、

「
尊
氏
＝
主
従
制
的
支
配
権
／
直
義
＝
統
治
権
的
支
配
権
」
と
単
純

に
分
類
で
き
な
い
。

　
そ
し
て
尊
氏
が
行
っ
た
恩
賞
充
行
と
守
護
職
補
任
を
除
き
、
直
義

キ
ー
ワ
ー
ド

　
佐
藤
進
一
　
将
軍
権
力
二
元
論
　
東
島
誠
　「
第
三
者
」　〈
理
念
型
〉

　
論
文

　
佐
藤
進
一
の
将
軍
権
力
二
元
論
再
論
　

　
　
―
東
島
誠
か
ら
の
批
判
へ
の
応
答
を
中
心
と
し
て
―
　
　
　亀

　
田
　
俊
　
和
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が
実
質
的
な
最
高
権
力
者
で
あ
る
「
三
条
殿
」
と
し
て
政
務
を
統
括

し
て
い
た
の
が
初
期
室
町
幕
府
の
体
制
で
あ
っ
た
と
す
る
私
見
を
提

示
し
た
。
両
者
の
権
限
を
敢
え
て
理
論
的
に
分
類
す
れ
ば
、
尊
氏
が

新
し
い
秩
序
を
作
り
出
す
「
創
造
」、
直
義
が
既
存
の
秩
序
を
維
持

す
る
「
保
全
」
と
定
義
で
き
る
（
２
）

。

　
た
だ
し
、
従
来
の
研
究
は
筆
者
の
も
の
も
含
め
て
主
に
尊
氏
・
直

義
の
発
給
文
書
か
ら
立
論
さ
れ
て
い
る
点
に
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
で

筆
者
は
、
両
者
の
文
書
発
給
以
外
の
活
動
を
網
羅
的
に
検
討
し
た
。

そ
し
て
導
か
れ
た
結
論
は
、
平
時
に
お
け
る
直
義
の
主
導
性
が
い
っ

そ
う
明
確
に
な
る
と
と
も
に
、
非
常
時
や
重
大
事
の
際
に
は
尊
氏
が

表
に
出
て
大
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
す
る
も
の

で
あ
る
（
３
）

。

　
し
か
し
、
以
上
の
私
見
に
は
批
判
も
存
在
す
る
。
そ
の
批
判
は
、

大
別
し
て
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
一
つ
は

佐
藤
の
研
究
の
実
証
面
を
高
く
評
価
す
る
立
場
か
ら
と
、
も
う
一
つ

は
理
論
面
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
で
あ
る
。

　
前
者
の
実
証
的
立
場
か
ら
の
批
判
は
、
古
澤
直
人
・
近
藤
成
一
・

水
野
智
之
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
。
こ
の
批
判
は
、
前
述
の
名
古
屋
大
学

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
討
論
に
お
い
て
な
さ
れ
た
。

　
彼
ら
は
、
佐
藤
の
将
軍
権
力
二
元
論
が
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー

の
支
配
原
理
の
三
元
論
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
筆
者
が
推
定
し
た

こ
と
（
４
）

を
否
定
し
、
佐
藤
は
古
文
書
の
実
証
研
究
か
ら
二
元
論
を
生
み

出
し
た
の
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
理
論
の
影
響
は
ま
っ
た
く
受
け

て
い
な
い
と
す
る
（
５
）

。
こ
の
批
判
に
対
し
て
は
す
で
に
回
答
し
て
い

る
（
６
）
。

　
後
者
の
理
論
面
か
ら
の
批
判
は
、
東
島
誠
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

佐
藤
説
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
す
る
点
で
は
、
筆

者
と
東
島
の
見
解
は
一
致
す
る
（
７
）
。
し
か
し
東
島
は
二
〇
一
九
年
に
公

表
し
た
論
文
「「
幕
府
」
論
の
た
め
の
基
礎
概
念
序
説
」
に
お
い
て
、

上
述
の
尊
氏
と
直
義
の
権
限
分
割
に
関
す
る
筆
者
の
佐
藤
説
批
判
を

「
佐
藤
批
判
に
な
り
え
て
い
な
い
」、「
佐
藤
学
説
の
破
綻
を
示
し
て

い
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
佐
藤
の
提
示
し
た
理
念
型
が
有
効
に
活
用

さ
れ
た
成
果
で
あ
る
」
と
激
し
く
批
判
し
た
（
８
）

。
ま
た
二
〇
二
三
年
に

刊
行
し
た
著
書
『「
幕
府
」
と
は
何
か
（
９
）

』
に
お
い
て
も
私
見
を
批
判

し
て
い
る
が
、
内
容
は
二
〇
一
九
年
の
論
文
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
古
澤
ら
と
は
対
照
的
に
理
論
的
研
究
者
（
東
島
の
表

現
を
借
り
れ
ば
、「
社
会
構
築
主
義
」
者
）
と
し
て
の
佐
藤
を
評
価

す
る
立
場
か
ら
の
批
判
で
あ
る
。

　
加
え
て
東
島
は
、
佐
藤
学
説
批
判
は
筆
者
ひ
と
り
の
責
任
で
は
な

く
現
在
の
中
世
史
研
究
者
大
半
に
共
通
す
る
問
題
で
あ
る
と
述
べ
、

吉
田
賢
司
や
新
田
一
郎
の
見
解
も
厳
し
く
批
判
し
て
い
る）
（1
（

。
し
か
も

論
点
は
佐
藤
学
説
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
は
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
研
究

者
を
批
判
し
て
き
た
。一
例
を
挙
げ
れ
ば
日
本
古
代
史
に
お
い
て
も
、

吉
川
真
司
の
石
母
田
正
批
判
に
対
し
て
批
判
を
加
え
て
い
る）
（（
（

。
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佐
藤
進
一
の
将
軍
権
力
二
元
論
再
論
（
亀
田
）

　
し
か
し
管
見
の
限
り
で
、
東
島
の
批
判
に
対
す
る
日
本
中
世
史
学

界
の
反
応
は
ご
く
一
部
を
除
き
見
ら
れ
な
い
。
前
述
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
に
お
い
て
も
、
東
島
の
提
言
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
筆
者
が
見
る
と
こ
ろ
、
こ
の
最
大
の
理
由
は
実
証
的
に
具
体
的
な

史
実
を
積
み
重
ね
る
研
究
が
主
流
で
あ
る
現
在
の
日
本
中
世
史
学
界

に
お
い
て
は
、
東
島
の
主
張
が
正
確
に
伝
わ
り
に
く
い
こ
と
に
あ

る
。
ま
た
、
日
本
中
世
史
以
外
の
他
分
野
の
研
究
を
多
数
引
用
す
る

そ
の
ス
タ
イ
ル）
（1
（

な
ど
も
議
論
が
起
こ
り
に
く
い
一
因
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
加
え
て
本
稿
で
詳
し
く
検
討
す
る
よ
う
に
、
東
島
の
理
論

重
視
の
議
論
は
実
証
に
基
づ
く
成
果
と
乖
離
し
て
い
る
こ
と
が
ま
ま

あ
り
、
し
か
も
そ
の
「
理
論
」
に
も
実
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　
だ
が
東
島
は
今
ま
で
多
数
の
一
般
書
を
刊
行
し
て
お
り
、
彼
の
見

解
は
経
済
学
者
の
安
冨
歩
や
東
ア
ジ
ア
近
現
代
史
研
究
者
の
與
那
覇

潤
と
い
っ
た
、
日
本
中
世
史
以
外
の
研
究
者
に
は
好
意
的
に
評
価
さ

れ
て
い
る）
（1
（

。
ま
た
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
受
容
や
佐
藤
進
一
が

抱
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
戦
後
日
本
の
政
治
に
対
す
る
問
題
意
識

に
関
し
て
は
、
東
島
の
提
言
を
顧
み
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ

し
て
、
現
在
の
日
本
中
世
史
学
者
が
他
時
代
史
や
他
分
野
の
研
究
を

ほ
と
ん
ど
参
照
し
て
い
な
い
こ
と
も
確
か
に
問
題
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
東
島
の
主
張
を
検
討
す
る
こ
と
は
学
術
的
に
意
味

の
あ
る
こ
と
と
考
え
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
東
島
の
批
判
を
中
心

に
検
討
し
、
改
め
て
初
期
室
町
幕
府
の
体
制
に
関
す
る
問
題
を
考
察

し
、
拙
論
の
い
っ
そ
う
の
深
化
を
試
み
た
い
。

　
結
論
を
先
に
簡
単
に
述
べ
れ
ば
、
佐
藤
進
一
の
将
軍
権
力
二
元
論

が
、
東
島
が
主
張
す
る
よ
う
に
南
北
朝
期
室
町
幕
府
の
権
力
分
析
の

手
段
と
し
て
有
効
で
あ
っ
た
こ
と
は
筆
者
も
認
め
る
。
た
だ
し
現
在

の
実
証
的
な
研
究
水
準
で
は
、「
尊
氏
＝
主
従
制
的
支
配
権
／
直
義

＝
統
治
権
的
支
配
権
」
と
単
純
に
分
類
で
き
ず
、
そ
の
点
に
お
い
て

著
者
に
対
す
る
東
島
の
批
判
に
は
従
え
な
い
。
た
だ
し
前
述
し
た
よ

う
に
、
将
軍
権
力
二
元
論
が
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
〈
理
念
型
〉

の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
い
う
見
解
は
東
島
と
一
致
す
る
。
そ
し
て

現
在
の
日
本
中
世
史
学
界
の
主
流
が
実
証
に
偏
重
し
、現
代
の
政
治
・

社
会
の
問
題
に
無
関
心
で
、
他
時
代
史
や
他
分
野
の
研
究
成
果
を
踏

ま
え
て
い
な
い
と
い
う
批
判
も
正
鵠
を
射
て
お
り
、
今
後
そ
の
提
言

を
生
か
し
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。

第
一
章
　
東
島
誠
「「
幕
府
」
論
の
た
め
の
基
礎
概
念
序
説
」
の

　
概
要

　
東
島
論
文
は
、
内
容
的
に
前
半
と
後
半
に
分
割
で
き
る
。
ま
ず
前

半
部
分
は
「
幕
府
」
呼
称
を
検
討
し
、「
東
国
国
家
論
に
立
つ
な
ら
ば
、

「
◯
◯
幕
府
」
は
、
鎌
倉
幕
府
、
鎌
倉
府
の
よ
う
に
あ
く
ま
で
関
東

に
樹
立
さ
れ
た
軍
政
府
の
み
を
指
し
て
用
い
る
べ
き
で
あ
ろ
う）
（1
（

」
と
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提
言
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
趣
旨
か

ら
そ
れ
る
の
で
詳
細
な
検
討
は
し
な
い）
（1
（

。

　
後
半
部
分
は
、
歴
史
学
に
お
け
る
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
受
容

の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
冒
頭
で
、
初
期
室

町
幕
府
の
権
力
論
に
関
す
る
筆
者
の
見
解
に
対
す
る
批
判
が
な
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
一
九
六
〇
年
代
初
頭
に
石
母
田
正
と
佐
藤
進
一
が
共

有
す
る
問
題
意
識
の
基
底
に
あ
る
の
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
支
配
の
正
当

性
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
問
題
意
識
が
古
代
史
研
究
に
お
い
て
は
継

承
さ
れ
た
の
に
中
世
史
研
究
で
は
断
絶
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
議
論

が
展
開
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
最
後
に
、
現
在
の
日
本
中
世
史
の
学
問
状
況
へ
の
慨
嘆
が

語
ら
れ
る
。
東
島
に
よ
れ
ば
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
最
良
の
部
分
と
言

う
べ
き
社
会
構
築
主
義
が
一
気
に
退
潮
し
、
ふ
た
た
び
実
在
論
へ
の

流
れ
が
濃
厚
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
が
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

　
以
上
が
東
島
論
文
の
構
成
と
概
要
で
あ
る
。
以
下
、
東
島
の
私
見

に
対
す
る
批
判
を
紹
介
す
る
が
、
そ
の
前
に
筆
者
が
佐
藤
説
を
検
討

し
た
著
書
・
論
文
を
発
表
順
に
並
べ
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
『
足
利
直
義
』（
二
〇
一
六
年）
（1
（

） 

②
『
観
応
の
擾
乱
』（
二
〇
一
七
年）
（1
（

） 

③
「
足
利
尊
氏
・
直
義
の
「
二
頭
政
治
論
」
を
再
検
討
す
る
」

（
二
〇
一
八
年）
（1
（

） 

④
「
南
北
朝
期
室
町
幕
府
研
究
と
そ
の
法
制
史
的
意
義
」（
二
〇
一
九

年）
（1
（

） 

⑤
「
初
期
室
町
幕
府
体
制
の
「
滅
び
」」（
二
〇
二
二
年）
11
（

） 

⑥
「
南
北
朝
期
室
町
幕
府
研
究
と
そ
の
法
制
史
的
意
義）
1（
（

」 

（
二
〇
二
二
年
。
④
に
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
）

　
東
島
の
批
判
は
主
に
①
②
③
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
公
表
さ
れ
た
二
〇
一
九
年
段
階
に
お
い
て
は
④
⑤
⑥
は

存
在
し
な
か
っ
た
。こ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
、東
島
の
批
判
を
Ａ
・
Ｂ
・

Ｃ
の
三
点
に
要
約
し
て
列
挙
し
て
み
よ
う
。

Ａ
．
亀
田
は
実
証
的
に
「
例
外
」
を
指
摘
す
る
こ
と
で
佐
藤
説
を
批

判
す
る
が
、
そ
う
し
た
指
摘
を
い
く
ら
積
み
上
げ
て
も
そ
れ
は

核
心
を
そ
ら
し
た
批
判
で
あ
り
、〈
理
念
型
〉
分
析
と
か
け
離

れ
た
態
度
で
あ
る
。

Ｂ
．
佐
藤
の
「
統
治
権
的
支
配
」
の
肝
要
は
、
こ
の
支
配
権
を
行
使

す
る
者
が
「
第
三
者
」
的
な
立
場
か
ら
訴
訟
な
ど
の
紛
争
解
決

を
担
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、〈
非
人
格
的
支
配
〉
が
統

治
権
的
支
配
権
の
本
質
で
あ
る
。
だ
が
亀
田
の
議
論
に
は
「
第

三
者
」
と
い
う
言
葉
が
一
切
登
場
せ
ず
、
非
人
格
的
支
配
の
問

題
が
的
確
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、「
公
的
」
や
「
領

域
的
」
な
支
配
と
い
っ
た
副
次
的
な
問
題
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま

う
。

Ｃ
．
そ
も
そ
も
将
軍
権
力
二
元
論
の
よ
う
な
〈
理
念
型
〉
は
、「
分

類
の
ツ
ー
ル
」と
し
て
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
。「
分
析
の
ツ
ー



－  34  －－  35  －

佐
藤
進
一
の
将
軍
権
力
二
元
論
再
論
（
亀
田
）

ル
」
と
し
て
使
用
す
べ
き
で
あ
る
。

　
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
論
点
Ａ
は
私
見
の
実
証
面
に
関
す
る
批
判

で
あ
り
、
論
点
Ｂ
は
理
論
面
の
中
で
も
「
統
治
権
的
支
配
権
」
に
焦

点
を
当
て
た
批
判
で
あ
る
。
そ
し
て
Ｃ
が
、
東
島
学
説
の
理
論
的
な

核
心
に
即
し
た
批
判
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。そ
こ
で
以
下
、

第
二
章
で
論
点
Ａ
、
第
三
章
で
論
点
Ｂ
、
第
四
章
で
論
点
Ｃ
に
つ
い

て
検
討
し
た
い
。

第
二
章
　
足
利
直
義
の
軍
事
指
揮
は
、
単
な
る
「
例
外
」
に
す
ぎ

　
な
い
の
か

　
前
述
し
た
よ
う
に
、東
島
は
筆
者
の
実
証
面
の
指
摘
を
単
な
る「
例

外
」
の
指
摘
に
過
ぎ
な
い
と
述
べ
る
。

　
確
か
に
筆
者
は
、
佐
藤
理
論
に
反
す
る
実
証
的
史
実
を
「
例
外
」

と
表
現
し
て
き
た）
11
（

。
だ
が
、
こ
の
表
現
は
不
正
確
で
あ
っ
た
。
筆
者

の
指
摘
は
佐
藤
理
論
の
単
な
る
「
例
外
」
で
は
な
く
、「
重
大
な
反
証
」

と
形
容
す
べ
き
だ
っ
た
と
反
省
し
て
い
る
。

　
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
以
前
の
著
書
や
論
考
で
詳
細
に

論
じ
た
の
で
繰
り
返
さ
な
い
が
、
本
稿
で
は
軍
事
指
揮
権
に
つ
い
て

改
め
て
検
討
し
た
い
。こ
こ
で
軍
事
指
揮
権
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、

こ
れ
が
主
従
制
的
支
配
権
の
中
心
に
属
し
、
単
な
る
「
例
外
」
と
し

て
捨
象
で
き
な
い
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
加
え
て
従
来
の
私
見
の

再
提
示
に
と
ど
ま
ら
ず
、
初
期
室
町
幕
府
の
軍
事
体
制
に
つ
い
て
の

若
干
の
新
知
見
も
提
示
し
た
い
。

　
特
に
一
般
書
で
は
、
将
軍
足
利
尊
氏
の
主
従
制
的
支
配
権
は
軍
事

指
揮
権
と
結
び
つ
け
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
尊
氏
を
「
弓
矢

の
将
軍
」
と
称
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
。
こ
れ
は
、佐
藤
進
一
が
「
尊

氏
は
武
士
に
対
す
る
軍
事
指
揮
権
と
行
賞
権
を
（
中
略
）
掌
握
し
て

い
る
」
と
述
べ
た
こ
と
に
よ
る）
11
（

。
確
か
に
武
家
政
権
に
お
い
て
軍
事

指
揮
権
が
き
わ
め
て
重
要
で
、
か
つ
主
従
制
的
支
配
権
に
属
す
る
こ

と
は
あ
ま
り
に
も
自
明
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
羽
下
徳
彦
が
開
創
期
の
室
町
幕
府
が
発
給
し
た
感
状
と

軍
勢
催
促
状
を
網
羅
的
に
収
集
し
て
分
析
し
た
結
果
、
建
武
三
年

（
一
三
三
六
）
以
降
は
直
義
が
す
べ
て
一
元
的
に
発
給
し
て
い
た
こ

と
が
判
明
し
た）
11
（

。

　
尊
氏
が
軍
事
関
連
文
書
の
大
半
を
発
給
し
、
時
折
直
義
の
も
の
が

数
通
の
み
混
じ
っ
て
い
る
状
況
で
あ
れ
ば
、「
例
外
」
と
形
容
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
結
果
を
そ
れ
で
済
ま
せ
る
こ

と
は
到
底
で
き
ま
い
。
つ
ま
り
、
初
期
の
室
町
幕
府
に
お
い
て
軍
事

指
揮
権
を
行
使
し
て
い
た
の
は
尊
氏
で
は
な
く
直
義
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

　
し
か
も
、
直
義
は
単
に
文
書
を
発
給
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
い
。

建
武
五
年
（
一
三
三
八
）
三
月
八
日
、
南
朝
北
畠
顕
家
軍
が
摂
津
国

天
王
寺
で
室
町
幕
府
軍
を
撃
破
し
た
。
そ
の
翌
日
、
直
義
は
北
朝
光
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厳
上
皇
・
光
明
天
皇
を
自
宅
に
し
て
幕
府
の
政
庁
で
あ
っ
た
三
条
殿

に
避
難
さ
せ
、
自
身
は
東
寺
に
出
陣
し
て
待
機
し
た）
11
（

。
戦
況
に
よ
っ

て
は
、
直
義
が
自
ら
顕
家
と
直
接
交
戦
す
る
展
開
も
十
分
に
あ
り
得

た
。

　
ま
た
観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
七
月
二
八
日
に
は
、
直
義
の
三
条

殿
の
地
位
を
継
承
し
た
足
利
義
詮
が
美
濃
国
土
岐
周
済
の
反
乱
を
鎮

圧
す
る
た
め
に
執
事
高
師
直
以
下
の
軍
勢
を
率
い
て
美
濃
国
に
向
け

て
出
陣
し
た）
11
（

。
義
詮
は
無
事
に
土
岐
の
乱
を
鎮
圧
し
、
八
月
二
〇
日

に
帰
京
し
た）
11
（

。

　
こ
の
よ
う
に
、
有
事
の
際
に
は
三
条
殿
が
直
接
軍
勢
を
率
い
て
敵

軍
と
交
戦
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
現
実
に
戦
っ
た
の

で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
初
期
室
町
幕
府
の
軍
事
体
制
は
危
険
度
に
応
じ
て
、

原
則
と
し
て

１
．
三
条
殿
直
義
が
戦
乱
の
発
生
し
た
国
お
よ
び
近
隣
諸
国
の
守
護

な
ど
に
軍
勢
催
促
状
を
発
給
し
て
動
員
を
命
じ
る
。
戦
乱
が
収
ま

れ
ば
、
同
じ
く
直
義
が
感
状
を
発
給
し
て
褒
賞
す
る
。

２
．
鎮
圧
に
失
敗
し
た
場
合
、
高
師
直
・
師
泰
兄
弟
な
ど
執
事
の

一
族
が
出
陣
す
る
（
建
武
五
年
の
対
北
畠
顕
家
戦
、
貞
和
四
年

（
一
三
四
八
）
の
対
楠
木
正
行
戦
な
ど
）。
足
利
直
冬
と
い
っ
た
将

軍
家
一
族
の
武
将
が
出
陣
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
貞
和
四
年
の
紀

州
遠
征
）。

３
．
そ
れ
で
も
鎮
圧
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
三
条
殿
が
自
ら
出
陣

し
て
敵
と
対
決
す
る
。

と
い
う
段
階
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
三
条
殿
も
敗

退
し
て
い
よ
い
よ
万
策
尽
き
た
と
き
、

４
．
将
軍
尊
氏
が
非
常
時
大
権
を
行
使
し
て
出
陣
す
る
。

と
い
う
体
制
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
か
ら
翌
三
年
に
か
け
て
行
わ
れ

た
室
町
幕
府
樹
立
の
戦
争
の
展
開
を
先
例
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
確

で
あ
ろ
う
。
ま
た
厳
密
に
言
え
ば
、
貞
和
五
年
（
一
三
四
九
）
八
月

の
執
事
師
直
の
ク
ー
デ
タ
に
よ
っ
て
直
義
が
失
脚
し
て
義
詮
が
三
条

殿
の
地
位
を
継
承
し
て
以
降
は
、
直
義
・
直
冬
・
征
西
将
軍
宮
懐
良

親
王
と
い
っ
た
強
敵
に
は
尊
氏
が
主
導
的
に
対
処
す
る
体
制
と
な
る

が
、
無
論
義
詮
も
前
述
の
美
濃
遠
征
の
よ
う
に
軍
事
指
揮
権
を
行
使

し
続
け
て
い
る
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
尊
氏
が
軍
事
指
揮
権
を
掌
握
し
て
い
た
と
単

純
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
幕
府
が
窮

地
に
陥
ら
な
い
限
り
、む
し
ろ
三
条
殿
直
義
こ
そ
が
「
弓
矢
の
将
軍
」

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
直
義
や
義
詮
の
軍
事
動
員
も
尊

氏
の
そ
れ
と
同
様
に
主
従
制
的
な
原
理
を
濃
厚
に
含
ん
で
い
た
こ
と

は
否
定
で
き
ま
い
。

　
な
お
、
直
義
が
軍
事
指
揮
権
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
を
解
明
し
た

羽
下
自
身
は
、
尊
氏
が
自
身
の
主
従
制
的
支
配
権
を
直
義
に
委
任
し
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た
と
解
釈
し
た
。
だ
が
こ
の
論
理
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
所
領
安
堵

や
所
務
沙
汰
な
ど
統
治
権
的
支
配
権
と
理
解
さ
れ
て
き
た
権
限
も
直

義
に
委
任
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
主
従
制
的
支
配
権
と
統
治
権
的
支

配
権
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
と
も
か
く
、
筆
者
に
よ
る
佐
藤
説
の
実
証
面
に
お
け
る
指
摘
は
単

な
る
「
例
外
」
で
は
な
く
「
重
大
な
反
証
」
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、

そ
の
点
に
お
い
て
東
島
の
批
判
に
は
従
え
な
い
こ
と
を
繰
り
返
し
表

明
し
て
お
き
た
い
。

第
三
章
　
所
務
沙
汰
権
や
所
領
安
堵
権
を
行
使
で
き
る
の
は

　「
第
三
者
」
の
み
な
の
か

　
続
い
て
論
点
Ｂ
を
検
討
す
る
。
筆
者
は
確
か
に
前
掲
拙
著
・
拙
稿

①
②
③
で
は
「
第
三
者
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
な
か
っ
た
が
、
④
⑥

で
は
一
応
触
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
東
島
に
よ
れ
ば
、
統
治

権
的
支
配
権
の
核
心
が
「
第
三
者
」
的
で
あ
る
こ
と
が
明
晰
に
理
解

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
可
能
と
な
る
と
い

う
。
な
お
、
こ
の
説
明
は
二
〇
一
〇
年
刊
行
の
『
自
由
に
し
て
ケ
シ

カ
ラ
ン
人
々
の
世
紀
』
以
来
東
島
が
頻
繁
に
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ

る）
11
（

。
唐
突
で
申
し
訳
な
い
が
、そ
こ
の
Ａ
さ
ん
と
Ｂ
さ
ん
で
、ち
ょ
っ

と
「
ワ
ー
」「
わ
ー
」
と
喧
嘩
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
…
…
（
中

略
）
…
…
さ
て
、Ａ
さ
ん
も
Ｂ
さ
ん
も
私
の
大
切
な
〈
し
も
べ
〉

で
あ
る
と
仮
定
す
る
と
、
主
従
制
と
い
う
の
は
一
対
一
の
パ
ー

ソ
ナ
ル
な
関
係
な
の
で
、
私
自
身
が
直
接
Ａ
さ
ん
・
Ｂ
さ
ん
の

紛
争
に
介
入
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
親
裁
」
す
る
こ
と
は
本
質

的
に
避
け
た
い
事
態
で
あ
る
。
ど
っ
ち
に
も
肩
入
れ
し
た
く
な

る
か
ら
だ
。
な
ら
ば
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
こ
で
Ｃ
さ
ん
、

あ
な
た
の
登
場
だ
。
裁
判
機
構
を
つ
く
り
、
私
以
外
の
第
三
者

に
紛
争
解
決
を
委
ね
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
要
約
す
る
と
、
鎌
倉
幕
府
に
お
い
て
主
従
制
の
頂
点
に
い

る
将
軍
が
直
接
家
来
の
紛
争
に
介
入
す
れ
ば
、
敗
訴
に
し
た
家
来
に

恨
ま
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
将
軍
は
非
人
格
的
な
裁
判
組
織

（
具
体
的
に
は
、
評
定
・
引
付
方
な
ど
）
を
作
り
、「
第
三
者
」
で
あ

る
執
権
（
初
期
室
町
幕
府
で
は
足
利
直
義
）
に
調
停
を
委
任
し
た
と

い
う
理
解
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
訴
訟
の
性
質
上
、
そ
の
審
議
を
非
人
格
的
な
組
織
に
委
ね
る
の
は

必
然
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、果
た
し
て
本
当
に
将
軍
以
外
の
「
第
三
者
」

で
な
け
れ
ば
こ
の
組
織
を
統
轄
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
周
知
の
ご
と
く
、
鎌
倉
幕
府
初
代
将
軍
源
頼
朝
の
時
期
に
は
問
注

所
と
い
う
機
関
が
訴
訟
を
扱
っ
た
が
、
問
注
所
を
管
轄
し
た
の
は
言

う
ま
で
も
な
く
将
軍
で
あ
る
頼
朝
で
あ
る
。
二
代
将
軍
源
頼
家
期
に

は
北
条
時
政
以
下
一
三
人
の
御
家
人
の
合
議
、
い
わ
ゆ
る
「
十
三
人

合
議
制
」
が
成
立
し
た
が
、
近
年
の
研
究
で
は
十
三
人
合
議
制
は
将
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軍
の
親
裁
権
を
補
完
す
る
役
割
を
果
た
し
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る）
11
（

。

初
期
の
鎌
倉
幕
府
で
は
将
軍
が
「
第
三
者
」
に
訴
訟
を
委
ね
ず
、
非

人
格
的
な
組
織
を
直
接
指
揮
し
た
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
も
周
知
の
ご
と
く
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
九

月
に
頼
家
が
失
脚
し
て
以
降
は
訴
訟
の
権
限
は
執
権
北
条
氏
と
い
う

「
第
三
者
」
に
移
行
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
主
従
制
が
裁
判
に
適

さ
な
い
の
で
は
な
く
、
佐
藤
雄
基
が
指
摘
し
た
と
お
り
主
従
制
が
弱

か
っ
た
た
め
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）
11
（

。
実
際
の
鎌
倉
幕
府
の
政
治

史
を
見
て
も
、
こ
れ
も
周
知
の
と
お
り
執
権
政
治
は
将
軍
が
執
権
に

権
限
を
委
ね
た
な
ど
と
い
う
円
満
な
も
の
で
は
な
く
、
将
軍
派
と
執

権
派
の
激
し
い
権
力
抗
争
に
よ
っ
て
誕
生
し
て
進
展
し
た
の
で
あ
っ

た
。

　
な
お
、
関
東
下
知
状
（
執
権
が
発
給
す
る
訴
訟
の
判
決
文
）
の
書

止
文
言
が
「
依0

二

鎌
倉
殿
仰

0

0

0

0

一
、
下
知
如
レ

件
」（
傍
点
筆
者
）、
す
な

わ
ち
将
軍
が
命
じ
る
形
式
を
採
っ
て
い
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。

こ
れ
ま
た
周
知
の
ご
と
く
実
態
を
伴
わ
な
い
文
言
で
あ
る
が
、
そ
れ

で
も
「
第
三
者
」
で
は
な
い
将
軍
が
直
接
訴
訟
を
指
揮
す
べ
き
で
あ

る
と
い
う
観
念
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
際

に
は
決
し
て
軽
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
話
を
戻
そ
う
。
主
従
性
が
弱
い
た
め
に
「
第
三
者
」
が
訴
訟
を
扱

う
の
だ
と
す
れ
ば
、
逆
に
主
従
制
が
強
化
さ
れ
れ
ば
将
軍
自
ら
が
訴

訟
を
直
接
行
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
事
実
、
室
町
幕
府
で
は

そ
の
現
象
が
出
現
し
た
。
観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
六
月
に
足
利
義

詮
が
創
設
し
た
御
前
沙
汰
と
い
う
訴
訟
機
関
は
、
山
家
浩
樹
以
来
室

町
幕
府
の
将
軍
親
裁
の
核
と
な
っ
た
と
い
う
の
が
通
説
的
な
理
解
で

あ
る）
1（
（

。

　
こ
れ
も
将
軍
が
「
第
三
者
」
に
委
任
せ
ず
に
直
接
非
人
格
的
な
機

関
を
指
揮
し
て
判
決
を
下
し
た
事
例
で
あ
り
、無
論
単
な
る
「
例
外
」

で
は
な
く
「
重
大
な
反
証
」
で
あ
る
。
東
島
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、

主
従
制
の
頂
点
に
立
つ
将
軍
義
詮
が
「
大
切
な
〈
し
も
べ
〉
で
あ
る
」

「
Ａ
さ
ん
・
Ｂ
さ
ん
の
紛
争
に
」「
直
接
」「
介
入
す
る
こ
と
、
つ
ま

り
「
親
裁
」」
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、御
前
沙
汰
が
原
則
と
し
て
理
非
糺
明
の
訴
訟
を
行
わ
ず
、

訴
人
の
主
張
の
み
に
基
づ
い
て
判
決
を
下
す
、
い
わ
ゆ
る
「
特
別
訴

訟
手
続
」
と
呼
ば
れ
る
形
式
の
訴
訟
を
行
っ
た
こ
と
も
看
過
で
き
な

い）
11
（

。
こ
れ
も
「
第
三
者
」
の
姿
勢
か
ら
遠
い
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

　
の
み
な
ら
ず
特
別
訴
訟
手
続
か
ら
は
、
義
詮
の
御
前
沙
汰
が
む
し

ろ
主
従
制
の
要
素
が
濃
厚
に
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
訴

人
の
多
く
は
将
軍
や
幕
府
要
人
と
日
頃
か
ら
親
し
い
関
係
に
あ
る
寺

社
や
武
士
で
あ
り
、
特
別
訴
訟
手
続
に
よ
る
勝
訴
は
親
幕
府
派
の
幕

府
へ
の
貢
献
に
対
す
る
恩
賞
給
付
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
と
考
え

る
。
加
え
て
御
前
沙
汰
が
恩
賞
方
を
基
盤
に
創
設
さ
れ
た
と
推
定
で

き
る）
11
（

こ
と
も
、
こ
の
傍
証
と
な
ろ
う
。
非
人
格
的
な
機
関
の
審
議
に

よ
る
訴
訟
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
主
従
制
的
に
機
能
す
る
こ
と
は
あ
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り
得
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
義
詮
以
降
の
室
町
幕
府
の
訴
訟
は
、
特
別
訴
訟
手
続
が
主

流
と
な
っ
た）
11
（

。
三
代
将
軍
足
利
義
満
期
に
は
引
付
方
が
最
終
的
に
廃

止
さ
れ
、
担
当
奉
行
が
案
件
を
個
別
に
義
満
に
「
伺
申
」
す
体
制

と
な
る）
11
（

。
こ
れ
は
東
島
で
す
ら
、「
ト
ッ
プ
の
専
権
が
前
面
に
出
る
」

と
述
べ
て
い
る）
11
（

。
六
代
将
軍
足
利
義
教
期
に
は
理
非
糺
明
を
復
活
さ

せ
よ
う
と
す
る
動
き
も
見
ら
れ
た
が）
11
（

、
現
実
に
は
ほ
と
ん
ど
の
案
件

が
訴
人
勝
訴
と
な
る
な
ど
、
あ
ま
り
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る）
11
（

。

　
な
お
東
島
は
、
所
領
安
堵
が
な
ぜ
統
治
権
的
支
配
権
に
属
す
る
か

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
の
に
、
事
例
や
史
料
を
挙
げ
る
ま
で
も

な
い
。
た
だ
論
理
の
み
で
充
分
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
少
な
く
と
も

当
該
期
（
南
北
朝
期
）
に
お
い
て
、
本
領
安
堵
で
あ
れ
、
当
知

行
安
堵
で
あ
れ
、
安
堵
は
、
基
本
的
に
誰
が
正
当
な
権
利
者
で

あ
る
か
を
決
め
る
、
紛
争
解
決
の
問
題
で
あ
る
の
だ
か
ら
。

　
し
か
し
、
こ
の
文
章
は
「
本
領
安
堵
」「
当
知
行
安
堵
」「
安
堵
」

を
「
恩
賞
充
行
」
に
置
き
換
え
て
も
そ
の
ま
ま
成
立
す
る
。
そ
れ
こ

そ
、「
事
例
や
史
料
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
い
。
た
だ
論
理
の
み
で
充

分
だ
」。
こ
れ
は
所
領
安
堵
が
統
治
権
的
支
配
権
に
属
す
る
理
由
の

説
明
に
な
っ
て
い
な
い
。
以
前
詳
細
に
論
じ
た
と
お
り
、
所
領
安
堵

は
主
従
制
的
支
配
権
と
統
治
権
的
支
配
権
の
両
方
の
要
素
を
含
む

が
、
や
は
り
主
従
制
の
比
重
が
大
き
な
権
限
で
あ
っ
た
と
筆
者
は
考

え
て
い
る）
11
（

。

　
以
上
、
訴
訟
手
続
の
面
を
見
て
も
「
統
治
権
的
支
配
権
の
核
心
が

第
三
者
的
で
あ
る
こ
と
」
は
か
な
り
危
う
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
現
実
に
は
主
従
制
の
頂
点
に
立
つ
将
軍
が
訴
訟
を
行
う
こ
と
も

多
く
、
し
か
も
そ
れ
に
は
主
従
制
の
論
理
が
濃
厚
に
入
り
込
ん
で
い

た
。
そ
の
点
に
お
い
て
東
島
の
見
解
は
実
証
的
な
史
実
か
ら
大
い
に

逸
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

第
四
章
　「
分
析
の
ツ
ー
ル
」
と
は
、
具
体
的
に
い
か
な
る
研
究

　
手
法
な
の
か

　
そ
れ
で
は
、
論
点
Ｃ
を
検
討
し
よ
う
。
東
島
は
将
軍
権
力
二
元
論

の
よ
う
な
〈
理
念
型
〉
を
「
分
類
の
ツ
ー
ル
」
と
し
て
用
い
る
こ
と

を
否
定
し
、「
分
析
の
ツ
ー
ル
」
と
し
て
使
用
す
べ
き
と
い
う
主
張

し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
東
島
の
議
論
の
理
論
的
な
核
心
が
存
在
す
る

と
お
ぼ
し
い
。

　
し
か
し
「
分
析
の
ツ
ー
ル
」
と
は
何
か
。
こ
れ
が
抽
象
的
な
概
念

で
具
体
的
に
い
か
な
る
研
究
手
法
を
指
す
の
か
が
不
分
明
で
あ
る
こ

と
が
、
東
島
の
議
論
に
お
け
る
最
大
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

　「
分
析
」
と
は
、
辞
書
的
に
は
「
複
雑
な
物
事
を
各
要
素
に
分
け

て
、
そ
の
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
、「
総
合
」
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の
対
義
語
で
あ
る）
11
（

。
筆
者
は
佐
藤
進
一
の
提
示
し
た
「
尊
氏
＝
主
従

制
的
支
配
権
／
直
義
＝
統
治
権
的
支
配
権
」
と
い
う
〈
理
念
型
〉
に

基
づ
き
、
尊
氏
と
直
義
の
行
使
し
た
複
雑
な
権
限
を
「
各
要
素
に
分

け
て
、
そ
の
性
質
を
明
ら
か
に
」
し
た
。
そ
し
て
、
現
代
の
実
証
的

な
研
究
水
準
に
お
い
て
は
佐
藤
の
〈
理
念
型
〉
は
反
証
が
多
く
て
成

立
し
な
い
と
結
論
づ
け
た
。

　
こ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
分
析
」
な
の
で
は
な
い
か
。
東
島
は
筆

者
の
見
解
を
「
む
し
ろ
佐
藤
の
提
示
し
た
理
念
型
が
有
効
に
活
用
さ

れ
た
成
果
」
と
批
判
す
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
実
質
的
に
は
批
判
で
は

な
く
、
筆
者
が
佐
藤
の
〈
理
念
型
〉
を
「
分
析
の
ツ
ー
ル
」
で
き
ち

ん
と
検
討
し
た
と
い
う
こ
と
を
東
島
も
図
ら
ず
も
認
め
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。

　
元
来
、
東
島
の
言
う
〈
理
念
型
〉
と
は
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー

が
提
唱
し
た
核
心
的
な
理
論
モ
デ
ル
で
あ
る
。
邦
訳
で
は
、『
社
会

科
学
と
社
会
政
策
に
か
か
わ
る
認
識
の
「
客
観
性
」』
が
〈
理
念
型
〉

に
つ
い
て
詳
細
に
説
明
し
て
い
る）
1（
（

。
そ
こ
で
、
こ
の
著
書
の
記
述
を

確
認
し
て
み
よ
う
。

　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
は「
手
工
業
的
で
あ
っ

た
」」
と
い
う
〈
理
念
型
〉
を
例
に
挙
げ
、
そ
れ
を
「
事
実
」
と
比

較
す
る
と
い
う
や
り
方
で
検
証
し
た
結
果
、厳
密
に
は
「
手
工
業
的
」

で
は
な
か
っ
た
と
い
う
証
明
が
な
さ
れ
た
ケ
ー
ス
を
想
定
し
、
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

そ
の
ば
あ
い

0

0

0

、
当
の
理
念
型
は
、
中
世
社
会
の
「
手
工
業
的
」

で
な
い
0

0

構
成
部
分
を
、
そ
の
特
性
と
歴
史
的
意
義
と
に
お
い
て

い
っ
そ
う
鋭
く
把
握
す
る
道
へ
と
、
研
究
を
導
く
で
あ
ろ
う
。

も
し
0

0

理
念
型
が
、
研
究
を
こ
の
結
果
に
導
く
な
ら
ば

0

0

0

、
理
念
型

は
、
ま
さ
し
く

0

0

0

0

そ
れ
自
体
の
非0

現
実
性
を
露
呈
す
る
こ
と
に0

よ
っ
て

0

0

0

、
そ
の
論
理
的
な
目
的
を
果
た
し
た
と
い
え
る）
11
（

。（
傍

点
原
文
）

　
こ
れ
を
た
と
え
ば
、「
中
世
社
会
」
を
「
足
利
直
義
の
権
限
」、「
手

工
業
的
」
を
「
統
治
権
的
支
配
権
」
に
置
き
換
え
れ
ば
、
ま
さ
に
そ

の
ま
ま
筆
者
の
研
究
と
な
ろ
う
。
東
島
流
に
形
容
す
れ
ば
、「
佐
藤

の
提
示
し
た
理
念
型
が
有
効
に
活
用
さ
れ
た
成
果
」で
あ
る
。ヴ
ェ
ー

バ
ー
の
記
述
か
ら
も
、
筆
者
の
研
究
手
法
が
誤
り
で
は
な
い
こ
と
が

う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
現
実
的
に
は
、「
分
析
」
と
「
分
類
」
は
不
可
分
な
作

業
な
の
で
は
な
い
か
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
述
べ
る
、〈
理
念
型
〉
を
「
事

実
」
と
比
較
し
て
そ
の
合
否
を
判
断
す
る
研
究
手
法
は
「
分
析
」
と

も
「
分
類
」
と
も
形
容
で
き
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
東
島
も
認
め
る
よ
う
に
、
佐
藤
進
一
の
将
軍
権
力
二
元

論
が
広
範
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
最
大
の
理
由
は
、
尊
氏
・
直
義
両
者

の
発
給
文
書
を
網
羅
的
に
検
討
し
、
両
者
の
権
限
を
演
繹
的
に
解
明

す
る
と
い
う
実
証
的
に
手
堅
い
研
究
手
法
に
基
づ
い
て
い
た
た
め
で

あ
る）
11
（

。
決
し
て
、実
在
し
な
い
思
考
内
に
の
み
存
在
す
る
純
粋
な〈
理
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念
型
〉な
る
も
の
が
先
に
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、

ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
の
は
実
証
的
な
史
実
の
蓄
積
で
あ
る
。

　
で
あ
る
な
ら
ば
、
実
証
に
基
づ
く
理
論
が
実
証
的
な
手
法
で
検
証

さ
れ
る
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
理
論
に
反
し
た
り
矛

盾
し
た
り
す
る
現
象
が
多
数
発
見
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
代
わ
る
、
よ

り
矛
盾
の
少
な
い
新
た
な
〈
理
念
型
〉
が
生
み
出
さ
れ
る
べ
き
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
に
関
し
て
、「
分
類
の
ツ
ー
ル
」
を
「
分
別
収
集
の
ゴ
ミ
袋

の
ご
と
き
も
の
」
に
喩
え
て
批
判
す
る
の
も
、
東
島
が
し
ば
し
ば
用

い
る
比
喩
で
あ
る
。
こ
の
比
喩
に
従
え
ば
、
燃
え
な
い
「
ゴ
ミ
」
を

燃
え
る
「
ゴ
ミ
」
と
誤
っ
て
定
義
し
た
り
、
分
別
に
迷
う
「
ゴ
ミ
」

が
多
数
存
在
し
た
り
す
れ
ば
、
当
初
の
分
別
基
準
自
体
の
妥
当
性
が

問
題
と
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
ま
た
、
分
別
基
準
が
設
定
さ
れ
た

理
由
や
経
緯
の
説
明
も
実
際
と
異
な
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
も
批
判
の

対
象
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
新
た
な
「
ゴ
ミ
」
の
分
別
基
準
を

設
け
よ
う
と
い
う
流
れ
に
な
る
の
も
必
然
で
あ
ろ
う
。

　
何
よ
り
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が
、

永
遠
の
若
さ
を
与
え
ら
れ
て
い
る
科
学
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
す

べ
て
の
歴
史
的

0

0

0

学
科
、
永
遠
に
進
展
す
る
文
化
の
流
れ
が
つ
ね

に
新
た
な
問
題
設
定
を
提
供
す
る
学
科
の
す
べ
て
、
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
科
学
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る

0

0

0

0

理
念
型
的

構
成
も0

暫
定
的
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、

た
え
ず
新
た
な

0

0

0

理
念
型
を
構
成
す
る
こ
と
も
不
可
避
で
あ
っ

て
、
こ
の
暫
定
性
と
不
可
避
性
が
、
そ
れ
ら
学
科
の
課
題
の
本

質
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る）
11
（

。（
傍
点
原
文
）

　
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、〈
理
念
型
〉
と
は
決
し
て
神

聖
不
可
侵
な
聖
典
で
は
な
く
、
絶
え
ず
実
証
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
、

何
度
も
修
正
さ
れ
続
け
る
べ
き
一
種
の
“
仮
説
”
で
あ
る
。

　
ま
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
専
門
と
す
る
社
会
学
者
折
原
浩
も
、
こ
の
記

述
を
「
ま
た
、
い
か
な
る
〈
理
念
型
〉
的
概
念
構
成
も
、
最
終
的
な

完
成
目
標
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
つ
ね
に
暫
定
的
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
つ
ね
に
新
し
い
〈
理
念
型
〉
を
構
成
す
る
こ
と
が
で

き
る
し
、
ま
た
、
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
解
釈
し
て
い
る）
11
（

。

　
加
え
て
、
思
想
史
家
の
仲
正
昌
樹
も
〈
理
念
型
〉
を
「
自
然
現
象

と
違
っ
て
、
観
察
の
対
象
と
な
る
全
て
の
個
体
や
事
例
に
共
通
す
る

指
標
を
見
出
す
こ
と
が
事
実
上
不
可
能
な
文
化
現
象
を
分
析
す
る
に

当
た
っ
て
」
の
「
暫
定
的
な

0

0

0

0

手
が
か
り
」
と
述
べ
て
い
る
（
傍
点
筆

者
。
以
下
同
じ
）。
そ
し
て
、「
そ
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
仮
説
に

従
っ
て
、
も
う
一
度
、
各
個
体
の
振
る
舞
い
や
事
例
を
観
察
、
検
討

し
、
ズ
レ
て
い
れ
ば
、
も
う
一
度
「
理
念
型

0

0

0

」
を
作
り
直
す

0

0

0

0

0

と
い
う

作
業
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
次
第
に
真
実
に
近
付
い
て
い
け
る
」
と

論
じ
て
い
る）
11
（

。折
原
と
仲
正
の
解
説
を
踏
ま
え
て
も
、や
は
り
ヴ
ェ
ー

バ
ー
は
〈
理
念
型
〉
が
実
証
的
な
検
討
に
よ
っ
て
更
新
さ
れ
る
こ
と

を
否
定
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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お
そ
ら
く
東
島
が
主
張
し
た
い
の
は
、
社
会
科
学
的
な
分
脈
を
踏

ま
え
た
、
他
時
代
・
他
地
域
の
歴
史
学
や
他
分
野
に
お
い
て
も
利
用

可
能
な
普
遍
的
分
析
概
念
と
し
て
、
佐
藤
の
提
示
し
た
〈
理
念
型
〉

が
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
少
な
く
と
も
佐
藤
自
身
は
、
自
ら
の
理
論
が
多
分
野
の
研

究
に
も
有
効
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
主
張
し
て
い
な
い
。
以
前
も
論

じ
た
よ
う
に
、
室
町
幕
府
の
将
軍
権
力
二
元
論
を
鎌
倉
幕
府
の
権
力

論
に
遡
及
さ
せ
た
程
度
で
あ
る）
11
（

。
東
島
が
実
際
に
当
該
論
文
の
Ⅱ
―

ⅲ
に
お
い
て
古
代
史
に
つ
い
て
論
じ
た
よ
う
に
、
他
分
野
へ
の
応
用

は
絶
対
に
不
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
や
は
り
慎
重
に

行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
長
々
と
論
じ
て
き
た
が
筆
者
の
見
解
は
変
わ
ら
な
い
。
本

稿
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
は
主
従
制
的
支
配
権
・
統
治
権
的

支
配
権
と
い
う
概
念
自
体
は
否
定
し
な
い
が
、
現
実
に
尊
氏
・
直
義

両
者
の
行
使
し
た
権
限
は
い
ず
れ
も
こ
の
概
念
の
双
方
を
同
程
度
に

含
み
（
平
時
に
は
軍
事
指
揮
権
を
掌
握
し
て
い
る
分
、
主
従
制
的
な

要
素
は
む
し
ろ
直
義
の
方
が
よ
り
濃
厚
だ
っ
た
と
さ
え
言
え
る
か
も

し
れ
な
い
）、「
尊
氏
＝
主
従
制
的
支
配
権
／
直
義
＝
統
治
権
的
支
配

権
」
と
分
類
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
筆
者
の
見
解
を
図
に
し

た
も
の
を
掲
げ
よ
う）
11
（

。

　
本
章
の
最
後
に
、
繰
り
返
す
よ
う
に
佐
藤
説
の
検
証
は
や
は
り
そ

の
基
盤
と
な
っ
た
南
北
朝
期
室
町
幕
府
に
お
け
る
尊
氏
・
直
義
両
者

の
権
限
の
実
証
的
な
検
討
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

の
が
筆
者
の
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。
た
だ
し
、
佐
藤
説
が
他
分
野
も
包

括
し
た
普
遍
的
分
析
概
念
と

し
て
有
効
で
あ
る
と
す
る
東

島
の
提
言
も
一
考
の
価
値
は

あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
は

付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
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本
章
の
最
後
に
、
繰
り
返
す
よ
う
に
佐
藤
説
の
検
証
は
や
は
り
そ
の
基
盤
と
な
っ
た
南
北
朝
期
室
町
幕
府

に
お
け
る
尊
氏
・
直
義
両
者
の
権
限
の
実
証
的
な
検
討
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
筆
者

の
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。
た
だ
し
、
佐
藤
説
が
他
分
野
も
包
括
し
た
普
遍
的
分
析
概
念
と
し
て
有
効
で
あ
る
と

す
る
東
島
の
提
言
も
一
考
の
価
値
は
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

お
わ
り
に

念
の
た
め
に
誤
解
の
な
い
よ
う
に
付
け
加
え
れ
ば
、
筆
者
は
佐
藤
学
説
の
研
究
史
上
の
意
義
を
大
い
に
認

め
て
い
る
。
佐
藤
の
将
軍
権
力
二
元
論
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
初
期
室
町
幕
府
の
制
度
史
研
究
が
精
緻
に
深
化

し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
筆
者
の
論
考
で
も
何
度
も
指
摘
し
て
き
た
と
お
り
で
あ
り
、
い
く
ら
強
調
し
て

も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
述
べ
る
と
お
り
、
「
理
念
型
は
、
ま
さ
し
く

、
、
、
、
そ
れ
自
体
の
非、
現

実
性
を
露
呈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

、
、
、
、
、
そ
の
論
理
的
な
目
的
を
果
た
し
た
と
い
え
る49
」
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
将
軍
権
力
二
元
論
が
権
力
分
析
の
手
段
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
い
う
東
島
の
主
張

は
正
し
い
と
筆
者
も
考
え
る
。
ま
た
、
古
代
史
な
ど
他
時
代
の
政
治
史
の
分
析
に
お
い
て
佐
藤
の
理
論
が
有

効
に
機
能
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
分
析
の
結
果
、
「
尊
氏
＝
主
従
制
的
支
配
権
／
直
義
＝
統
治
権
的
支
配
権
」
と
い
う
佐
藤
説
当
初

の
枠
組
み
に
依
然
と
し
て
拘
泥
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
実
証
史
学
の
立
場
か
ら
は
支
持
で
き
な
い
こ
と

は
繰
り
返
し
表
明
し
て
お
き
た
い
。
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佐
藤
進
一
の
将
軍
権
力
二
元
論
再
論
（
亀
田
）

お
わ
り
に

　
念
の
た
め
に
誤
解
の
な
い
よ
う
に
付
け
加
え
れ
ば
、
筆
者
は
佐
藤

学
説
の
研
究
史
上
の
意
義
を
大
い
に
認
め
て
い
る
。
佐
藤
の
将
軍
権

力
二
元
論
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
初
期
室
町
幕
府
の
制
度
史
研
究
が
精

緻
に
深
化
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
筆
者
の
論
考
で
も
何
度
も
指

摘
し
て
き
た
と
お
り
で
あ
り
、
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と

は
な
い
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
述
べ
る
と
お
り
、「
理
念
型
は
、
ま
さ
し

0

0

0

く0

そ
れ
自
体
の
非0

現
実
性
を
露
呈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

0

0

0

0

、
そ
の
論
理

的
な
目
的
を
果
た
し
た
と
い
え
る）
11
（

」
の
で
あ
る
。

　
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
将
軍
権
力
二
元
論
が
権
力
分
析
の
手
段
と

し
て
有
効
で
あ
る
と
い
う
東
島
の
主
張
は
正
し
い
と
筆
者
も
考
え

る
。
ま
た
、
古
代
史
な
ど
他
時
代
の
政
治
史
の
分
析
に
お
い
て
佐
藤

の
理
論
が
有
効
に
機
能
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
分
析
の
結
果
、「
尊
氏
＝
主
従
制
的
支
配
権
／
直
義
＝
統

治
権
的
支
配
権
」
と
い
う
佐
藤
説
当
初
の
枠
組
み
に
依
然
と
し
て
拘

泥
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
実
証
史
学
の
立
場
か
ら
は
支
持
で
き

な
い
こ
と
は
繰
り
返
し
表
明
し
て
お
き
た
い
。

　
た
だ
し
、
将
軍
権
力
二
元
論
が
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
〈
理

念
型
〉
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
い
う
東
島
の
見
解
に
は
大
い
に
賛

同
す
る
。
加
え
て
東
島
は
「「
幕
府
」
論
の
た
め
の
基
礎
概
念
序
説
」

の
末
尾
に
お
い
て
、
現
在
の
室
町
幕
府
を
中
心
と
す
る
中
世
史
ブ
ー

ム
を
「
実
在
論
の
大
ら
か
な
肯
定
」
に
し
て
「〈
軌
範
〉
な
き
歴
史

学
の
蔓
延
」
と
批
判
し
て
い
る）
11
（

が
、
そ
れ
も
確
か
に
正
鵠
を
射
て
い

る
と
考
え
る
。

　
そ
し
て
筆
者
自
身
も
理
論
的
な
考
察
を
重
視
し
、
他
時
代
史
や
他

分
野
と
の
交
流
に
も
積
極
的
に
臨
ん
で
き
た
つ
も
り
で
あ
る）
1（
（

。
そ
も

そ
も
理
論
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
佐
藤
の
将
軍
権
力
二
元
論

を
真
っ
正
面
か
ら
論
じ
て
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
近
年
の

日
本
中
世
史
で
は
谷
口
雄
太
が
他
時
代
史
や
他
分
野
の
研
究
成
果
を

積
極
的
に
導
入
し
て
お
り
、
そ
れ
を
筆
者
も
肯
定
的
に
評
価
し
た
こ

と
が
あ
る）
11
（

。

　
最
後
に
、
拙
論
を
無
視
せ
ず
に
言
及
し
て
く
だ
さ
っ
た
東
島
に
篤

く
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。
そ
し
て
今
後
も
で
き
る
限
り
実
証
の
み

に
と
ど
ま
ら
ず
、
史
実
の
意
義
づ
け
や
理
論
的
な
考
察
を
踏
ま
え
、

他
時
代
史
・
他
分
野
と
連
結
し
た
研
究
を
目
指
し
て
い
く
所
存
で
あ

る
。
以
上
の
抱
負
を
も
っ
て
、
ひ
と
ま
ず
は
こ
の
論
考
を
擱
筆
し
た

い
。
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註（１
）
佐
藤「
室
町
幕
府
開
創
期
の
官
制
体
系
」（
同『
日
本
中
世
史
論
集
』

岩
波
書
店
、一
九
九
〇
年
、初
出
一
九
六
〇
年
）、同「
室
町
幕
府
論
」（
同

書
、
初
出
一
九
六
三
年
）
な
ど
。
以
下
、
著
書
・
論
文
・
学
会
報
告
タ

イ
ト
ル
の
副
題
を
省
略
す
る
。

（
２
）以
上
、拙
稿「
南
北
朝
期
室
町
幕
府
研
究
と
そ
の
法
制
史
的
意
義
」（
拙

著『
南
北
朝
期
室
町
幕
府
を
め
ぐ
る
諸
問
題
』
国
立
台
湾
大
学
出
版
セ

ン
タ
ー
、
二
〇
二
二
年
、
初
出
二
〇
一
九
年
）
な
ど
。

（
３
）
拙
稿「
初
期
室
町
幕
府
体
制
の「
滅
び
」」（『
史
林
』
一
〇
五
―
一
、

二
〇
二
二
年
）。

（
４
）
注（
2
）
所
掲
拙
稿
六
四
～
六
七
頁
。

（
５
）
以
上
、「
二
〇
一
九
年
度
中
世
史
研
究
会
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
佐

藤
進
一
の
軌
跡
」
討
論
記
録（『
年
報
中
世
史
研
究
』
四
五
、二
〇
二
〇

年
）
七
一
～
七
二
頁
。

（
６
）
注（
2
）
所
掲
拙
稿
六
七
頁
。

（
７
）
東
島『
自
由
に
し
て
ケ
シ
カ
ラ
ン
人
々
の
世
紀
』（
講
談
社
、

二
〇
一
〇
年
）
六
〇
頁
な
ど
。
た
だ
し
東
島
は
、
筆
者
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー

理
解
を
誤
っ
て
い
る
と
批
判
す
る
。
同
時
に
佐
藤
雄
基
に
対
し
て
も
、

彼
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
佐
藤
進
一
の
研
究
と
の
関
連
を
論
じ
た
論
文
と

し
て
東
島
論
文
と
拙
稿
を
列
挙
し
た
点
に
つ
い
て「
佐
藤
雄
基
の
見
識

自
体
が
疑
わ
れ
か
ね
な
い
」
と
述
べ
て
い
る（
以
上
、
東
島『「
幕
府
」

と
は
何
か
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
二
三
年
）
一
七
七
頁
）。
本
稿
で

は
そ
の
是
非
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
筆
者
と
し
て
は

佐
藤
進
一
の
学
説
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
理
論
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
す

る
意
見
が
一
致
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
な
お
、
東
島
が
こ
こ
で
言
及

す
る
佐
藤
雄
基
論
文
は「
鎌
倉
幕
府
政
治
史
三
段
階
論
か
ら
鎌
倉
時
代

史
二
段
階
論
へ
」（『
史
苑
』
八
一
―
二
、二
〇
二
一
年
）
三
六
頁
を
指

す
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
佐
藤
雄
基
は
佐
藤
進
一
の
学
説
を
論
じ

た
近
年
の
研
究
と
し
て
注（
５
）
所
掲
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
討
論
記
録
な
ど

と
と
も
に
本
注
所
掲
東
島
論
文
と
注（
２
）
所
掲
拙
稿
の
初
出
論
文

（『
法
制
史
研
究
』
六
八
）
を
列
挙
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
筆
者
と

東
島
の
見
解
が
一
致
す
る
な
ど
と
は
一
言
も
述
べ
て
い
な
い
。
ま
た

正
直
に
告
白
す
れ
ば
、
注（
２
）
所
掲
拙
稿
の
初
出
論
文
を
公
表
し
た

段
階
に
お
い
て
は
東
島
が
佐
藤
進
一
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
関
係
に
つ
い

て
論
じ
た
著
書
を
筆
者
は
知
ら
ず
、
そ
の
た
め
東
島
を
引
用
し
な
か
っ

た（
注（
２
）
所
掲
拙
著
収
録
に
際
し
て
、
六
四
頁
に
加
筆
し
た
）。
こ

の
点
、
こ
の
場
を
借
り
て
東
島
に
不
勉
強
を
お
詫
び
申
し
上
げ
る
次

第
で
あ
る
。

（
８
）『
立
命
館
文
学
』
六
六
〇
、三
六
～
三
八
頁
。
以
下
の
注
で
は
煩
雑

を
避
け
る
た
め
、
原
則
と
し
て
本
論
文
が
筆
者
を
批
判
し
た
頁
の
引

用
を
省
略
す
る
。

（
９
）
注（
７
）
所
掲
、
一
七
〇
～
一
七
七
頁
。

（
10
）
注（
８
）
所
掲
東
島
論
文
四
三
～
四
四
頁
。

（
11
）
東
島「
非
人
格
的
な
る
も
の
の
位
相
」（『
歴
史
学
研
究
』
七
八
二
、

二
〇
〇
三
年
）
三
二
～
三
三
頁
な
ど
。

（
12
）
た
と
え
ば
注（
８
）
所
掲
論
文
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
比
較
文

学
者
ガ
ヤ
ト
リ
・
Ｃ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
や
社
会
学
者
上
野
千
鶴
子
の
論
考

な
ど
を
引
用
し
て
い
る
。

（
13
）
東
島
は
、
安
冨
や
與
那
覇
が「
歴
史
学
で
網
野
善
彦
を
誤
読
し
て
い

な
い
の
は
、
東
島
誠
と
桜
井
英
治
だ
け
だ
」
と
評
価
し
て
い
る
と
述

べ
る（
注（
８
）
所
掲
同
氏
論
文
二
八
頁
）。
確
か
に
多
く
の
論
者
が
網

野
の
論
じ
た
無
縁
と
有
縁
の
表
裏
一
体
の
関
係
を
無
視
し
て
い
る
中

で
、
東
島
・
桜
井
が
そ
れ
に
気
づ
い
た
点
を
安
富
は
評
価
し
て
い
る
。

し
か
し
、
同
時
に
安
富
は
東
島
・
桜
井
が
こ
れ
を
無
縁
論
の
欠
陥
と
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考
え
た
点
は
批
判
し
て
い
る（
以
上
、
安
富「
無
縁
・
マ
ツ
コ
・
オ
タ

ク
」（『
現
代
思
想
』
四
二
―
一
九
、二
〇
一
五
年
）
一
一
五
頁
）。
ま
た
、

與
那
覇
は「
安
冨
に
よ
れ
ば
、
東
島
の（
筆
者
註
：
網
野
学
説
の
）
解

釈
は
狭
す
ぎ
、
桜
井
の
解
釈
は
広
す
ぎ
る
」
と
述
べ
て
い
る（
與
那
覇

「
無
縁
論
の
空
転
」（『
東
洋
文
化
』
八
九
、二
〇
〇
九
年
）
二
五
〇
～

二
五
一
頁
）。
筆
者
は
、
安
富
と
與
那
覇
の
見
解
は「
従
来
の
中
世
史

研
究
者
と
比
較
す
れ
ば
東
島
と
桜
井
の
網
野
解
釈
は
核
心
に
せ
ま
っ

て
い
る（
が
、
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
）」
と
い
う
意
図
だ
と
考
え
る
。

注（
７
）
で
も
指
摘
し
た
が
、
東
島
の
先
行
研
究
理
解
に
は
誤
読
や
速

断
が
多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
な
お
本
注
の
私
見
は
、
鈴
木
小

太
郎
が
運
営
す
る
ブ
ロ
グ
で
述
べ
た
見
解（https://blog.goo.ne.jp/

daikanjin/e/26d8495214eeb63a56d47cde4d89a744

）
に
着

想
を
得
て
い
る
。

（
14
）
注（
８
）
所
掲
東
島
論
文
三
五
頁
。

（
15
）
た
だ
し「
室
町
幕
府
」
に
代
わ
る
呼
称
に
つ
い
て
、「
論
者
は
真
剣

に
呼
称
を
、
し
か
も
権
力
の
各
段
階
に
相
応
し
い
呼
称
を
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
」（
注（
８
）
所
掲
東
島
論
文
三
五
～
三
六
頁
）
と
丸
投

げ
す
る
の
は
賛
同
で
き
な
い
。
旧
説
を
批
判
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ

の
代
替
案
を
提
示
す
る
の
が
最
低
限
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
筆
者

は
考
え
る
。
な
お
、
二
〇
二
三
年
の『「
幕
府
」
と
は
何
か
』（
注（
７
）

所
掲
）
で
は
、
東
島
は
結
局「
足
利
政
権
」
と
い
う
呼
称
を
使
用
し
て

い
る
。
つ
ま
り「
政
権
」
と
い
う
、
古
今
東
西
の
政
治
権
力
を
表
現
す

る
ご
く
一
般
的
で
平
凡
な
名
称
に
帰
結
し
て
い
る
。
と
も
か
く
足
利

氏
の
武
家
政
権
を
室
町
幕
府
と
称
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
東
島

の
見
解
に
は
同
意
で
き
な
い
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
も
室
町
幕
府
の

名
称
を
使
用
す
る
。
た
だ
し
、「
六
波
羅
幕
府
」「
福
原
幕
府
」「
奥
州

幕
府
構
想
」「
安
土
幕
府
」
な
ど
新
奇
な
幕
府
呼
称
が
乱
立
し
て
い
る

近
年
の
状
況
を
東
島
が
問
題
視
し
て
い
る
点（
注（
８
）
所
掲
東
島
論

文
二
九
頁
）
は
筆
者
も
同
意
す
る
。

（
16
）
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

（
17
）
中
央
公
論
新
社
。

（
18
）
拙
編『
初
期
室
町
幕
府
研
究
の
最
前
線
』（
洋
泉
社
）。

（
19
）
注（
７
）
所
掲
拙
稿
。

（
20
）
注（
３
）
所
掲
拙
稿
。

（
21
）
注（
２
）
所
掲
拙
稿
。

（
22
）
注（
18
）
掲
拙
稿
五
八
頁
な
ど
。

（
23
）
注（
１
）
所
掲
佐
藤「
室
町
幕
府
開
創
期
の
官
制
体
系
」
二
一
七
頁
。

（
24
）
羽
下「
足
利
直
義
の
立
場
―
そ
の
一
―
」（
同『
中
世
日
本
の
政
治
と

史
料
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
、
初
出
一
九
七
三
年
）。

（
25
）『
官
務
記
』
建
武
五
年（
一
三
三
八
）
三
月
九
日
条
。

（
26
）『
園
太
暦
』
同
日
条
。

（
27
）『
園
太
暦
』
同
日
条
な
ど
。

（
28
）
注（
７
）
所
掲
東
島
著
書
五
九
～
六
〇
頁
。
ま
た
、
東
島
・
與
那
覇
潤

『
日
本
の
起
源
』（
太
田
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
八
九
頁
に
お
い
て
も

同
様
の
説
明
を
し
て
い
る
。

（
29
）
藤
本
頼
人「
源
頼
家
像
の
再
検
討
」（『
鎌
倉
遺
文
研
究
』
三
三
、

二
〇
一
四
年
）、
同『
源
頼
家
と
そ
の
時
代
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
二
三
年
）
一
〇
一
～
一
一
九
頁
な
ど
。

（
30
）
佐
藤「
書
評
　
近
藤
成
一
著『
鎌
倉
時
代
政
治
構
造
の
研
究
』」（『
史

学
雑
誌
』
一
二
七
―
六
、二
〇
一
八
年
）
九
三
頁
。

（
31
）
山
家「
室
町
幕
府
訴
訟
機
関
の
将
軍
親
裁
化
」（『
史
学
雑
誌
』
九
四

―
一
二
、一
九
八
五
年
）
七
～
一
三
頁
な
ど
。

（
32
）
石
井
良
助『
新
版
中
世
武
家
不
動
産
訴
訟
法
の
研
究
』（
高
志
書
院
、

二
〇
一
八
年
、
初
出
一
九
三
八
年
）
四
六
〇
～
四
九
一
頁
。
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（
33
）
注（
17
）
所
掲
拙
著
一
四
〇
～
一
四
一
頁
。

（
34
）
注（
32
）
所
掲
石
井
著
書
三
三
五
頁
な
ど
。

（
35
）
山
田
徹「
室
町
幕
府
所
務
沙
汰
と
そ
の
変
質
」（『
法
制
史
研
究
』

五
七
、二
〇
〇
八
年
）
五
三
～
五
七
頁
。

（
36
）
注（
７
）
所
掲
東
島『「
幕
府
」
と
は
何
か
』
二
〇
七
頁
。

（
37
）
義
教
期
の
訴
訟
に
関
す
る
近
年
の
研
究
と
し
て
は
、
松
園
潤
一
朗

に
よ
る
成
果
が
あ
る
。
同「
室
町
幕
府
の
知
行
保
護
法
制
」（『
一
橋
法

学
』
一
二
―
三
、二
〇
一
三
年
）
一
一
七
三
～
一
一
七
四
頁
な
ど
。

（
38
）
桜
井
英
治『
室
町
人
の
精
神
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
）
一
四
一

～
一
四
三
頁
。
こ
う
し
た
桜
井
の
評
価
に
対
し
て
は
、「
同
じ
く
訴

陳
の
手
続
を
重
視
し
た
足
利
直
義
の
裁
許
も
ほ
ぼ
訴
人
勝
訴
で
あ

り
、
訴
人
優
位
の
構
図
は
室
町
幕
府
の
裁
許
の
一
貫
し
た
特
徴
で
あ

る
」
と
い
う
松
園
潤
一
朗
の
批
判
が
あ
る（
注（
37
）
所
掲
同
氏
論
文

一
一
七
三
～
一
一
七
四
頁
）。
し
か
し
、
で
あ
る
な
ら
ば
東
島
の
議
論

は
い
っ
そ
う
実
態
か
ら
乖
離
し
た
も
の
で
あ
る
と
評
価
せ
ざ
る
を
得

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
39
）
注（
２
）
所
掲
拙
著
三
一
～
三
四
頁
。

（
40
）『
国
語
辞
典
』（
旺
文
社
、
改
訂
新
版
、
一
九
八
六
年
）。

（
41
）
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
著
、
富
永
祐
治
・
立
野
保
男
訳
、
折
原
浩

補
訳（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）。

（
42
）
以
上
、
注（
41
）
所
掲
ヴ
ェ
ー
バ
ー
著
書
一
三
八
～
一
三
九
頁
。

（
43
）
注（
28
）
所
掲
東
島
・
與
那
覇
対
談
書
八
九
頁
。

（
44
）
注（
41
）
所
掲
ヴ
ェ
ー
バ
ー
著
書
一
四
四
～
一
四
五
頁
。

（
45
）
折
原「
解
説
」（
注（
41
）
所
掲
ヴ
ェ
ー
バ
ー
著
書
三
〇
〇
頁
）。

（
46
）
以
上
、
仲
正『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
読
む
』（
講
談
社
、

二
〇
一
四
年
）
一
六
五
頁
。

（
47
）
注（
２
）
所
掲
拙
稿
六
八
頁
。

（
48
）
注（
２
）
所
掲
拙
稿
六
三
頁
に
掲
載
し
た
概
念
図
を
再
掲
し
た
も
の

で
あ
る
。

（
49
）
注（
42
）。

（
50
）
注（
８
）
所
掲
東
島
論
文
四
六
頁
。

（
51
）
筆
者
が
理
論
的
な
考
察
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
、
注（
２
）
所
掲

拙
稿
六
三
～
六
八
頁
か
ら
も
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
う
。
ま
た

他
時
代
史
と
の
交
流
に
つ
い
て
は
、
拙
稿「
近
世
に
お
け
る
高
師
直
悪

玉
史
観
の
再
検
討
」（
注（
２
）
所
掲
拙
著
、初
出
二
〇
一
九
年
）、同「
近

代
に
お
け
る
足
利
尊
氏
逆
賊
史
観
の
再
検
討
」（
同
書
）、
同「
近
代
彦

部
家
の
家
史
編
纂
事
業
」（
同
書
、
初
出
二
〇
一
八
年
）、
同「
鎌
倉
～

南
北
朝
期
の
彦
部
氏
の
動
向
と
、
同
氏
の
武
家
名
門
へ
の
敬
意
」（『
台

大
日
本
語
文
研
究
』
四
四
、二
〇
二
二
年
）、
拙
報
告「
実
証
史
学
者
久

米
邦
武
と
尊
皇
攘
夷
思
想
」（
二
〇
二
三
年
度
世
新
大
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム「
日
本
学
的
伝
承
与
創
新
」
学
術
研
討
会
報
告
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

他
分
野
と
の
交
流
は
、
拙
稿「『
太
平
記
』
に
見
る
中
国
故
事
の
引
用
」

（
注（
２
）
所
掲
拙
著
、
初
出
二
〇
二
〇
年
）、
拙
報
告「
川
端
康
成
と

足
利
義
尚
」（
二
〇
二
三
年
度
輔
仁
大
学
日
本
語
学
科
学
術
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム「
川
端
康
成
没
後
五
〇
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
報
告
）
で
試
み
て
い

る
。

（
52
）
谷
口『
中
世
足
利
氏
の
血
統
と
権
威
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九
年
）

三
一
九
～
三
二
一
頁
、
拙
稿「
書
評
　
谷
口
雄
太
著『
中
世
足
利
氏
の

血
統
と
権
威
』」（『
歴
史
評
論
』
八
四
四
、二
〇
二
〇
年
）
九
三
頁
。

（
国
立
台
湾
大
学
日
本
語
文
学
系
助
理
教
授
）
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Reexamination of Sato Shinichi’s Theory about Dualism in Sho-
gun’s Power : A Response to Higashijima Makoto’s Criticism

KAMEDA, Toshitaka 

This paper is a response to Higashijima Makoto’s criticism of my 
criticism about Sato Shinichi’s dualism of shogun’s power (Higashijima, 
“Introduction to basic concepts for the theory of the shogunate,” Ritsu-
meikan Bungaku 660, 2009), and is intended to further deepen my ar-
gument.

 It is certain that Sato’s dualism was effective as a means of an-
alyzing power in the Muromachi shogunate during the Nanbokucho 
period, as Higashijima argues. However, at the current level of empir-
ical research, it is not possible to simply classify “Ashikaga Takauji’s 
power = a military power in the lord-and-vassal relationship / Ashikaga 
Tadayoshi’s power = a sovereign power,” and in this respect, I cannot 
follow Higashijima’s criticism to me.

 However, I agree with Higashijima that Sato’s theory was influ-
enced by Max Weber’s “Ideal Type”. I also agree with Higashijima’s 
criticism that the current mainstream of Japanese medieval history is 
biased toward empirical evidence, indifferent to contemporary political 
and social issues, and does not take into account the history of other 
periods and the results of research in other fields. And I think that we 
should make use of his suggestions in the future.


